
【声明】東京高裁による性同一性障害特例法５号要件違憲決定を受けて 
 

　2025年10月31日、東京高等裁判所は、トランスジェンダーの女性による法的な性別変更の申
立てについて、性同一性障害特例法において定められた性別変更の要件のひとつである「その

身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」（以下、

５号要件）との規定をこの申立人に対して適用することは違憲であるとの判断を示し、申立人の

性別変更を認める決定を下しました。​
　この決定において裁判所は、合理的理由からホルモン療法を受けられない、または受けても近

似した外観を得られないというケースに限定して、５号要件を適用するのは違憲であると判断し

ました。高等裁判所における5号要件の違憲判断が確認されたのは初めてです。 

　Tネットはこの決定を、出生上の性とは異なる性で生活を送るトランスジェンダーの人々が直面
する様々な困難を改善するものとして評価します。 

　一方で、５号要件はその規定自体が合理性を欠くものであり、今回と同様のケースに限って問

題とされるものではないと考えます。現に、2025年9月には札幌家庭裁判所が、５号要件の規定
そのものを違憲とする判断を示しています。今後、全国の裁判所において、規定そのものの違憲

性について積極的な判断がなされることを期待します。 

　5号要件に関する【問題の背景】と【注意点】については、札幌家庭裁判所の決定に関する声明
（https://tnet-japan.com/20250923-2/）を参照してください。 

本件についてのお問い合わせ先​
メール：Transgender.Network.jp（※注：間にアットマーク）gmail.com（事務局メールアドレス） 

 

https://tnet-japan.com/20250923-2/

